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会議名称 令和７ 年度第１ 回北本市子ど も ・ 子育て会議 

開会及び 

閉会日時 

令和８ 年１ 月９ 日（ 金）  

午後２ 時～午後３ 時１ ５ 分 

開催場所 北本市役所 会議室３ －Ｂ  

議長氏名 会長 森田 満理子 

出  席 

委員( 者)  

氏  名 

森田 満理子、 山川 英夫、 髙橋 典之、 新島 一彦、  

大金 美帆子、 青栁 恭義、 須郷 聖子、 川越 尚美、  

宇部 光太、 有田 めぐ み、 植松 努、 木村 詩希美 

欠席委員( 者) 氏名 岡田 真彦 

説明者の 

職 氏 名 

こ ど も 健康部子育て支援課児童相談担当主幹 佐藤 絵美 

こ ど も 健康部保育課保育担当主幹 鷹谷 豪 

事務局職 

員職氏名 

こ ど も 健康部長 小池 智子 

こ ど も 健康部副部長兼健康づく り 課長 加藤 浩 

こ ど も 健康部参事兼子育て支援課長 柳井 志道 

こ ど も 健康部保育課長 桜井 猛博 

こ ど も 健康部子育て支援課児童相談担当主幹 佐藤 絵美 

こ ど も 健康部保育課施設担当主査 山崎 卓哉 

こ ど も 健康部保育課保育担当主幹 鷹谷 豪 

こ ど も 健康部健康づく り 課母子保健担当主幹 築根 義仁 

会

議

次

第 

１  開会 

２  あ いさ つ 

３  自己紹介 

４  会長、 副会長選出 

５  会長、 副会長あ いさ つ 

６  議題 

（ １ ） 会議の公開、 非公開について  

（ ２ ） 北本市子ど も ・ 子育て会議について  

（ ３ ） こ ど も 誰でも 通園制度について  

（ ４ ） その他 

７  閉会 

配布資料 

令和７ 年度第１ 回北本市子ど も ・ 子育て会議次第 

資料１  北本市子ど も ・ 子育て会議について 

資料２  保育所等の職員によ る 虐待に関する 通報義務等について 

資料３ -１  こ ど も 誰でも 通園制度（ 乳児等通園支援事業） について 

資料３ -２  乳児等通園支援事業（ こ ど も 誰でも 通園制度）  

資料３ -３  こ ど も 誰でも 通園制度利用者向けリ ーフ レ ッ ト  

参考資料１  令和７ 年度北本市子ど も ・ 子育て会議委員名簿 

参考資料２  北本市子ど も ・ 子育て会議条例 
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発言者 発 言 内 容 ・  決 定 事 項 

 

事務局 

 

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

各委員 

 

 

 

子育て支援課長  

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

 

 

新島委員 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

１  開会 

 

２  あいさ つ 

 

 【 小池健康部長あいさ つ】  

 

３  自己紹介 

 

 【 各委員自己紹介】  

 

 

４  会長、 副会長選出 

 続き ま し て、「 ４  会長、 副会長選出」 でご ざいま す。 小池

こ ど も 健康部長に仮議長を お願いし たいと 思いま す。  

 

 それでは、「 会長、 副会長の選出」 につき ま し て仮議長を 務

めさ せていただき ま す。  

 北本市子ど も ・ 子育て会議条例第４ 条第１ 項では、 会長につ

き ま し ては、 委員の互選によ る と さ れており ま すが、 ど なたか

ご推薦など いただける 方はいら っ し ゃ いま すでし ょ う か。  

 

 １ 号委員の森田先生に会長を お願いし たいと 思いま す。  

 

 ただいま 、 森田先生を 会長にと 推薦があり ま し たが、 他にご

推薦等ございま せんでし ょ う か。  

 

＝ 特になし  ＝ 

 

 それでは、 森田委員に会長に就任し て いた だく と いう こ と

で、 委員の皆様いかがでし ょ う か。  

 

＝ 「 異議なし 」 の発声あり  ＝ 

 

 森田委員におかれま し ては、 会長に就任し ていただける と い

う こ と でよ ろ し いでし ょ う か。  
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発言者 発 言 内 容 ・  決 定 事 項 

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

こ ど も 健康部長 

 

 

 

 

森田会長 

 

 

 

 

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

 

こ ど も 健康部長  

 

 

 

 

 

 

子育て支援課長  

 

 

＝ 森田委員了承 ＝ 

 

 それでは、 森田委員に会長を お願いいたし ま す。  

 

 

 続き ま し て、 副会長でご ざいま す。 副会長も 同様に同条例第

４ 条第１ 項において 、 委員によ る 互選によ る と さ れて おり ま

す。 副会長について、 ご 推薦等いただける 方はいら っ し ゃ いま

すでし ょ う か。  

 

副会長に、 新島委員を 推薦し ま す。  

 

 た だいま 、 森田会長よ り 、 新島委員の推薦がご ざ いま し た

が、 他にご 推薦等ご ざいま すでし ょ う か。  

 

＝ 特になし  ＝ 

 

 それでは、 新島委員に副会長に就任し ていただく と いう こ と

でご 異議ご ざいま せんでし ょ う か。  

 

＝ 「 異議なし 」 の発声あり  ＝ 

 

 新島委員におかれま し ては、 副会長に就任し ていただける と

いう こ と でよ ろ し いでし ょ う か。  

 

＝ 新島委員了承 ＝ 

 

 それでは、 新島委員に副会長を お願いいたし ま す。  

 会長、 副会長の選出が終わり ま し たので、「 ６  議題」 以降

の議事につき ま し ては、 会長に進行を お願いいたし ま す。  

 会長、 副会長におかれま し ては、 席の移動を お願いいたし ま

す。  

 

５  会長、 副会長あいさ つ 

 それでは、 森田会長、 新島副会長よ り 、 一言あいさ つを お願

いいたし ま す。  
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発言者 発 言 内 容 ・  決 定 事 項 

 

 

 

子育て支援課長  

 

 

 

森田会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

森田会長 

 

 

 

 

 

森田会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

＝ 森田会長、 新島副会長によ る 就任あいさ つ ＝ 

 

 議事の進行につき ま し ては、 会長にお願いいたし ま す。  

 

 

６  議題 

 それでは議題に入り ま す。「 議題（ １ ） 会議の公開、 非公開

について」、 事務局よ り 説明を お願いし ま す。  

 

北本市では、「 北本市附属機関等の会議の 公開に関する 規

則」 によ り 会議の公開・ 非公開については、 その会議の長が会

議に諮っ て 決定する と さ れており ま す。 本会議は、「 地方自治

法第１ ３ ８ 条の４ 第３ 項に規定する 市の執行機関の附属機関」

でご ざ いま すので、 こ の会議の公開の可否についても 、 会長よ

り 会議に諮っ ていただき 、 公開・ 非公開について決定し ていた

だき たいと 思いま す。  

 

 ただ今、 事務局から 説明があり ま し た会議の公開について、

委員の皆様にお諮り いたし ま す。 こ の会議について、「 北本市

附属機関等の会議の公開に関する 規則」 に基づき 、 会議を 公開

する こ と と し てよ ろ し いでし ょ う か。 ある いは、 非公開にし た

ほう がよ ろ し いでし ょ う か。  

 

特にご 意見がなければ、 会議を 公開する と と も に資料の閲覧

を 認める こ と と し て議題に進みま す。  

 

 議題（ ２ ） 北本市子ど も ・ 子育て会議について、 事務局よ り

説明を お願いし ま す。  

 

それでは、 議題（ ２ ） 北本市子ど も ・ 子育て会議について、

説明いたし ま す。  

 

 ＜資料＞ 

・ 資料１  北本市子ど も ・ 子育て会議について 

・ 資料２  保育所等の職員によ る 虐待に関する 通報義務等に

ついて 
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発言者 発 言 内 容 ・  決 定 事 項 

 

森田会長 

 

新島副会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

新島副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

森田会長 

 

 

 

森田会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明が終わり ま し たので、 質問のある 方の発言を 求めま す。  

 

 北本市が所管行政庁と なる のは、 ５ つの事業と いう 説明があ

り ま し たが、 保育所や幼稚園において職員によ る 虐待があっ た

場合には、 こ の会議への報告は特にさ れないと いう こ と でし ょ

う か。  

 

 保育所や幼稚園であれば、 県が所管行政庁と なり ま すが、 保

育所や幼稚園において職員によ る 虐待があっ た場合、 県と 市が

連携し て対応し ていく こ と になり ま すので、 必要に応じ てこ の

会議においても 報告さ せていただく こ と がある と 考えており ま

す。  

 

そう する と 、 虐待事例が生じ た場合、 個々の事例に基づいて

その都度会議を 開く と いう こ と でし ょ う か。  

 

措置が完了し た時点で、 速やかに報告する こ と と なっ ており

ま すので、 基本的にはその都度会議を 開催し 報告する こ と にな

る と 考えており ま す。  

 

ほかに何かあり ま すか。  

 

（ 特になし ）  

 

続き ま し て、 議題（ ３ ） こ ど も 誰でも 通園制度について、 に

移り ま す。 事務局から 説明を お願いし ま す。  

 

それでは、 議題（ ３ ） こ ど も 誰でも 通園制度について、 説明

いたし ま す。  

 

 ＜資料＞ 

・ 資料３ -１  こ ど も 誰でも 通園制度について 

・ 資料３ -２  乳児等通園支援事業（ こ ど も 誰でも 通園制 

度）  

 ・ 資料３ -３  こ ど も 誰でも 通園制度利用者向けリ ーフ レ ッ  

       ト  
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発言者 発 言 内 容 ・  決 定 事 項 

 

森田会長 

 

木村委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

木村委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

木村委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 説明が終わり ま し たので、 質問のある 方の発言を 求めま す。  

 

 利用料は、 ま だ国から 示さ れていないと いう こ と ですが、 す

でに実施を し ている 鴻巣市、 行田市は、 利用料金はいく ら なの

でし ょ う か。  

 

 今年度実施し ている 形態と 、 令和８ 年度から 実施する 形態は

若干制度が異なっ てはおり ま すが、 現時点で国から 基準額が１

時間当たり ３ ０ ０ 円と 示さ れており ま す。 現時点で利用料金に

つき ま し ては、 こ の基準額ど おり の設定と なる 見込みです。  

 

 想定し ていたよ り も 低い料金なのであり がたいです。  

 時間については、 １ ０ 時間と いう のは、 全国で決ま っ ている

上限時間なのでし ょ う か。 増える こ と も 今のと こ ろ はないと い

う こ と でし ょ う か。  

 

現状では、 １ か月当たり 上限１ ０ 時間と いう のが法律で規定

さ れていま す。 市町村ご と に別途条例で定めれば、 こ れよ り も

少なく する こ と は可能と なっ ており ま す。 １ 番少なく する と 、

１ か月当たり ３ 時間と いう 上限を 設定する こ と は可能ですが、

全国的に見ても 利用時間を 短縮し ている 自治体は非常に少ない

状況です。 基本的には、 １ ０ 時間を 採用し ている 自治体が大多

数と いう 状況でご ざいま す。  

 

 子ど も が保育所に通い始める と き に慣ら し 保育と いう も のが

ある よ う に、 こ の１ ０ 時間と いう 時間だと 、 行ける のかな、 慣

れる のかなと いう 不安がある のですが、 すでに実施し ている と

こ ろ はス ム ーズにでき ている のでし ょ う か。  

 

一時的に保育士がお子様を 預かる と いう こ と では、 目的は異

なり ま すが、「 一時預かり 事業」 が類似の事業と なり ま す。 初

めて利用さ れる と き は、 お子様が慣れなく て泣いてし ま う こ と

も ある と は思いま す。 そのあたり についても 、 今後、 すでに実

施を し ている 鴻巣市に保育士を 連れて訪問し 、 現地の確認など

さ せていただく 予定も ご ざいま す。 なる べく ス ム ーズに事業を

開始でき る よ う 調整さ せていただき たいと 思っ ており ま す。  
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発言者 発 言 内 容 ・  決 定 事 項 

 

青栁委員 

 

 

事務局 

 

 

 

青栁委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青栁委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま ず、「 こ ど も 誰でも 通園制度」 は、 やら な ければなら な い

事業でし ょ う か、 それと も 任意の事業でし ょ う か。  

 

令和７ 年度ま では、 自治体の判断でやら なく ても よ い事業で

し たが、 令和８ 年４ 月１ 日から 、 全国一律でやら なければなら

ない事業と なり ま す。  

 

中央保育所で１ ８ ０ 時間と いう こ と は、 別途保育士を １ ８ ０

時間確保し なければなら ないと いう こ と で、 今いる 職員を 兼任

さ せる わけにはいかないと 思いま す。 追加で採用する 保育士は

ど のよ う な勤務形態になる のでし ょ う か。  

 

現在のと こ ろ 、 正規職員の保育士を １ 名、 会計年度任用職員

（ パート ・ アルバイ ト 職員） の保育士を １ 名ないし ２ 名を 配置

し 、「 こ ど も 誰でも 通園制度」 の対応を し てま いり たいと 考え

ており ま す。 ただ、 実施する 施設が中央保育所でご ざいま すの

で、 現在すでに保育を 実施し ている 施設でご ざいま す。 保育士

等につき ま し ては、 現在も その施設で勤務を し ており ま す。 し

たがいま し て、 現時点では、 中央保育所の受け入れ人数を 変更

し たり 、 新たに会計年度任用職員を 採用する こ と で、「 こ ど も

誰でも 通園制度」 を 行う 保育士については確保でき る と 考えて

おり ま す。  

 

昨年のこ の会議で、 保育士がいないと いう 話が飛び交っ てい

たと 思いま すが、 一旦「 こ ど も 誰でも 通園制度」 は置いておい

て、 北本市の公立保育所の保育士の充足度はど のく ら いなので

し ょ う か。  

 

現状で言いま すと 、 ど の時点においての充足度かと いう こ と

も ご ざ いま すが、 辞めていっ た職員と 同じ 数の職員を 雇用する

こ と はでき ていないと いう 状況ではご ざいま すが、 ク ラ ス の担

任に入ら な ければな ら な い保育士は法律上人数が決ま っ て お

り 、 そちら を 下回る こ と はあり ま せん。 担任以外のフ リ ーの保

育士や、 シフ ト で事務室に詰めて作業を する 保育士のシフ ト を

融通し 、「 こ ど も 誰でも 通園制度」 の保育士と し て充てていく

と いう こ と になり ま す。  
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発言者 発 言 内 容 ・  決 定 事 項 

 

青栁委員 

 

 

事務局 

 

青栁委員 

 

 

 

事務局 

 

 

植松委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

青栁委員 

 

 

 

植松委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は、 公立保育所の保育士は足り ている と いう こ と でし ょ

う か。  

 

法定さ れている 人数は確保し ていま す。  

 

そこ に「 こ ど も 誰でも 通園制度」 が導入さ れる ので、 保育士

は足り ないと いう こ と でし ょ う か。 新たに３ 名雇う と いう こ と

でし ょ う か。  

 

担任を 持っ ていない職員を 「 こ ど も 誰でも 通園制度」 に充て

る こ と で、 何と か満たせる と いう 状況です。  

 

 いま は、 待機児童はいないと いう こ と でし ょ う か。  

 

国で公表し ている 、 令和７ 年４ 月１ 日現在の待機児童はゼロ

でご ざ いま し たが、 今現在でみる と 、 待機児童に相当する 児童

は発生し ている 状態です。 具体的には、 ０ 歳児と ３ 歳児の年齢

区分については、 受け入れの空枠がない状態でご ざいま し て、

そこ で待っ ている 児童は、 待機児童と いう こ と になり ま す。  

 

つま り 、 通常の保育で待っ ている 人が生じ ている のに、 たま

に利用する かも し れない人のために確保し なければなら ない、

と いう こ と ですね。  

 

そう 聞こ えてし ま いま すよ ね。  

 

待機児童のほかに保留児童と いう 定義がご ざいま し て、 ある

一定の保育所を 希望し ている 方ですと か、 育休が延長でき る が

諸々の事情によ っ て保育の申し 込みはし ている 方がいら っ し ゃ

いま す。 国が公表し ている 、 いわゆる 待機児童は、 本市におい

てはゼロ と なっ ており ま す。 実際のと こ ろ 、 申込は毎月行われ

ま すので、 数字は毎月動いており ま すが、 常に動いている 数字

に振り 回さ れている わけではご ざいま せんので、 待機児童はゼ

ロ と いう 前提で作業は進めさ せていただいており ま す。 ま た、

子ど も の数に応じ て 保育士の数が法律で決ま っ て おり ま すの

で、 公立保育所については当然その人数は確保し ており ま す。
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青栁委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

川越委員 

 

 

事務局 

 

木村委員 

さ ら に、 フ リ ーの保育士も 何人かおり ま すので、 そう いっ た担

任外の保育士を 「 こ ど も 誰でも 通園制度」 に充てていく 、 それ

でも 足り ない部分について会計年度任用職員を 採用し ていく と

いう こ と になり ま す。  

 

も う １ 点、「 こ ど も 誰でも 通園制度」 につき ま し ては、 国の

制度と し て市町村に実施の義務が生じ ま し たので、 ど こ ま で定

員や時間を 増やすかと いう こ と について、 こ れま で検討を 重ね

てま いり ま し た。 本来必要な保育を 削っ てま での実施は難し い

と こ ろ がご ざいま す。 令和８ 年度に新たに開設する 民間保育施

設があ る と いう こ と 、 ま た、 民間保育施設の１ 施設において定

員を 増やし ていただける と いう こ と も ご ざいま すので、 待機児

童対策及び保留児童対策につき ま し ても 同時に行いつつ、 親だ

けでなく 可能な限り 多く の大人が関わっ て、 社会と し てこ ど も

を 育てる 「 こ ど も 誰でも 通園制度」 と 両立でき る よ う にと いう

こ と で、 苦心し ている と こ ろ でご ざ いま す。 ただ、 委員がおっ

し ゃる よ う に、 待機児童ゼロ と 言いつつも 、 国が公表する 待機

児童は毎年４ 月１ 日時点での状況であり 、 その時点ではゼロ で

あっ ても その後発生する こ と も あり ま すし 、 特定の園を 希望し

ている ために保留児童と なる 場合も ご ざいま す。 そう いっ たと

こ ろ も 対応し つつ、 市は両輪で動いている と いう こ と も ご 理解

いただければと 思いま す。  

 

 来年度は、 中央保育所でと いう こ と ですが、 今後はど のよ う

な展開になる のでし ょ う か。  

 

令和８ 年度以降、 事業を 進めて いく 中で情報収集を 進めつ

つ、 民間の保育園や幼稚園と 協議を し ながら 、 民間施設に事業

の実施を 拡大する こ と についても 、 随時調整を 図っ ていき たい

と 考えており ま す。  

 

中央保育所は、 現在０ 歳児の受け入れは行っ ている のでし ょ

う か。  

 

 中央保育所は、 ０ 歳児の受け入れを し ており ま す。  

 

 「 こ ど も 誰でも 通園制度」 は、 北本市の保育園のみが利用対
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事務局 

 

 

 

木村委員 

 

 

 

事務局 

 

新島副会長 

 

木村委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

森田会長 

 

 

 

 

 

森田会長 

 

 

 

青栁委員 

 

象で、 他市の利用はでき ないと いう こ と でし ょ う か。  

 

 「 こ ど も 誰でも 通園制度」 は、 令和８ 年度から 全国一律の制

度と なり ま すので、 北本市民の方が他市の「 こ ど も 誰でも 通園

制度」 を 利用する と いう こ と も 可能になっ ており ま す。  

 

 と いう こ と は、「 こ ど も 誰でも 通園制度」 を 実施し ている 施

設であ れば、 他市でも 、 他県でも 利用可能と いう こ と なのです

ね。  

 

 はい。 他市他県でも 利用可能です。  

 

 シス テム で、 利用でき る 施設がわかる よ う になり ま す。  

 

 そう する と 、 こ の利用者見込みと いう のは北本市で出し てい

ま すが、 他市の人が利用する こ と やその逆も あり 得る と いう こ

と ですが、 あく ま でも 北本市だけで考えた場合の利用見込人数

と いう こ と でし ょ う か。  

 

 お示し ている 人数は、 市民の方の利用見込数と し て想定し て

いる も のになり ま す。 市外から 利用する 方も いら っ し ゃ る 可能

性はあ り ま すが、 市民の方で市外を 使われる 方も いら っ し ゃ る

可能性も あり 、 その数は正確にわかり ま せんので、 今回の積算

においては相殺と いう こ と で、 含めており ま せん。  

 

 他に質問やご 意見等ございま せんか。  

 無いよ う でし たら 、 案のと おり の方向で進めていただく と い

う こ と でよ ろ し いでし ょ う か。  

 

＝ 異議なし  ＝ 

 

続き ま し て、 議題（ ４ ） その他について、 委員の皆様から 、

本会議に関し 、 何かご 質問ご 意見等ご ざいま し たら 、 頂戴し た

いと 存じ ま すが、 いかがでし ょ う か。  

 

 若干話がそれま すが、 現在、 学童保育業界で、「 日本版Ｄ Ｂ

Ｓ 」 が話題と な っ て いま す。 保育園、 幼稚園等には義務が生
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新島副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

森田会長 

 

 

 

事務局 

 

 

じ 、 学童保育に関し ては努力義務と いう こ と ですが、 情報収集

を し ていま すが、 状況がよ く わかり ま せん。 学校や保育業界の

方に何か情報があれば教えていただき たいと 思いま す。 Ｇ ビ ズ

Ｉ Ｄ を 登録し てシス テム で照会を かける と いう よ う なこ と はわ

かる のですが、 それ以上のと こ ろ がわかり ま せん。  

 

こ ど も 性暴力防止法が、 令和８ 年１ ２ 月２ ５ 日から 施行さ れ

ま すが、 ま だ国から ガイ ド ラ イ ン が出ていま せん。 ガイ ド ラ イ

ン が出ないと 我々も 動き よ う があり ま せん。 こ ど も 家庭庁のサ

イ ト を 見ても 、 情報は掲載さ れていま すが、 細かいと こ ろ はま

だ下り てき ていないと いう 状況です。 マイ ナン バーカード を 登

録し なければなら ないため、 カード リ ーダーを 用意し なければ

なら ないよ う です。 詳し いこ と が分かり 次第、 情報提供し たい

と 思いま す。  

 

ほかに意見等がなければ、 本日の議題については、 以上で終

了と なり ま す。 議事の進行を 事務局に戻し ま す。  

 

７  閉会 

 森田会長、 委員の皆様、 大変あり がと う ご ざいま し た。  

以上を も ちま し て、 令和７ 年度第１ 回北本市子ど も ・ 子育て

会議を 閉会いたし ま す。  

 


